
- 1 -

経
済
産
業
省

○

令
第
七
号

環

境

省

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五

年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
九
月
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

茂
木

敏
充

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

経
済
産
業
省

特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年

令

環

境

省

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

第
一
条
中
「
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
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合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、
「
及
び
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
三
百
九
十
六
号
）
」
を
削
る
。

第
十
二
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
の
許
可
を
要
し
な
い
場
合
）

第
十
二
条
の
二

法
第
五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

フ
ロ
ン
類
の
充
塡
に
関
す
る
記
録
そ
の
他
の
使
用
及
び
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
第
一
種
特
定
製
品
か
ら

自
ら
が
回
収
す
る
フ
ロ
ン
類
又
は
第
一
種
特
定
製
品
か
ら
自
ら
が
回
収
す
る
フ
ロ
ン
類
で
あ
っ
て
、
自
ら
保
有
す
る
分
析

機
器
を
使
用
す
る
こ
と
若
し
く
は
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
性

状
が
適
切
に
確
認
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
、
フ
ロ
ン
類
の
再
生
を
行
う
こ
と
（
フ
ロ
ン
類
の
回
収
に
付
随
し
て

フ
ロ
ン
類
の
再
生
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
又
は
再
生
を
し
た

フ
ロ
ン
類
を
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
若
し
く
は
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
に
引
き
渡
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
回
収
を
行
う

場
合
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
を
自
ら
冷
媒
と
し
て
充
塡
の
用
に
供
す
る
目
的
で
フ
ロ
ン
類
の
再
生
を
行
う
こ
と
。
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三

フ
ロ
ン
類
の
再
生
の
用
に
供
す
る
設
備
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
適
正
な
使
用
方
法
に
従
っ
て
、
フ
ロ

ン
類
を
大
気
中
に
排
出
す
る
こ
と
な
く
、
適
切
な
再
生
を
行
う
こ
と
。

２

法
第
五
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
フ
ロ
ン
類
の
再
生
の
用
に
供
す
る
設
備
の
う

ち
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

フ
ロ
ン
類
の
再
生
の
用
に
供
す
る
設
備
を
構
成
す
る
装
置
の
う
ち
、
フ
ロ
ン
類
の
再
生
の
用
に
供
す
る
装
置
に
つ
い
て

は
、
一
の
筐
体
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

二

可
搬
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

供
給
口
及
び
排
出
口
を
除
き
密
閉
で
き
、
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出
が
生
じ
な
い
構
造
で
あ
る
こ
と
（
安
全
性
の

確
保
の
た
め
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
、
フ
ロ
ン
類
を
排
出
す
る
機
能
を
備
え
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
。

四

再
生
を
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ン
類
の
種
類
に
応
じ
た
適
切
な
再
生
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
の
許
可
の
申
請
）

第
十
二
条
の
三

法
第
五
十
条
第
二
項
（
法
第
五
十
二
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
第
一

種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
の
許
可
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
の
二
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
資
料
を
添
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え
て
、
環
境
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
に
二
通
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
登
記
事
項
証
明
書

二

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
構
造
を
示
す
図
面

三

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
用
途
に
応
じ
た
適
切
な
再
生
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

四

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
再
生
の
能
力
を
説
明
す
る
書
類

五

再
生
を
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ン
類
の
引
取
り
に
係
る
計
画

六

申
請
書
に
記
載
し
た
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
使
用
及
び
管
理
の
方
法
を
補
足
す
る
書
類

七

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
及
び
そ
の
法
人
の
役
員
）
が
法
第
五
十
一
条
第
二
号

各
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
書
類

２

環
境
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
七
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

前
項
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
構
造
に
関
す
る
基
準
）



- 5 -

第
十
二
条
の
四

法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
構
造
に
関
す
る
基
準

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
用
途
に
応
じ
た
適
切
な
再
生
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
再
生
の
能
力
に
関
す
る
基
準
を

達
成
で
き
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

二

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
を
大
気
中
に
排
出
す
る
こ
と
な
く
適
切
に
捕
集
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

三

再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
類
（
再
生
の
結
果
生
じ
た
排
ガ
ス
そ
の
他
の
生
成
し
た
物
質
に
含
ま
れ
る
フ
ロ
ン
類
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
（
第

一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
が
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
業
者
が
自
ら
当

該
再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
類
の
破
壊
を
行
う
場
合
を
含
む
。
第
十
二
条
の
六
第
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、

大
気
中
に
排
出
す
る
こ
と
な
く
適
切
に
捕
集
す
る
た
め
に
必
要
な
構
造
そ
の
他
の
大
気
中
に
排
出
す
る
こ
と
な
く
適
切
に

引
き
渡
す
た
め
に
必
要
な
構
造
を
備
え
て
い
る
こ
と
。

四

ろ
過
機
、
蒸
留
装
置
そ
の
他
の
フ
ロ
ン
類
と
混
和
し
て
い
る
不
純
物
を
除
去
す
る
た
め
の
装
置
又
は
他
の
フ
ロ
ン
類
を

混
和
し
て
フ
ロ
ン
類
の
品
質
を
調
整
す
る
た
め
の
装
置
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
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五

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
が
、
使
用
及
び
管
理
の
方
法
を
実
行
す
る
た
め
に
必
要
な
計
測
装
置
を
備
え
て
い
る
こ

と
。

六

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
純
度
、
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
と
混
和
し
て
い
る
不
純
物
（
不
凝
縮
ガ
ス
、
蒸
発
残
分
、
酸

分
及
び
水
分
を
い
う
。
第
十
二
条
の
六
第
三
号
及
び
第
五
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
濃
度
に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
必

要
な
分
析
機
器
を
備
え
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
分
析
を
委
託
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

七

申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
使
用
及
び
管
理
の
方
法
を
実
行
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
再
生
の
能
力
に
関
す
る
基
準
）

第
十
二
条
の
五

法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
再
生
の
能
力
に
関
す

る
基
準
は
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
お
い
て
再
生
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
フ
ロ
ン
類
の
量
が
再
生
を
し
よ
う
と
す

る
フ
ロ
ン
類
の
引
取
り
に
係
る
計
画
に
照
ら
し
適
切
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
使
用
及
び
管
理
に
関
す
る
基
準
）

第
十
二
条
の
六

法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
に
係
る
使
用
及
び
管
理
に
関
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す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
種
類
に
応
じ
て
、
フ
ロ
ン
類
を
大
気
中
に
排
出
す
る
こ
と
な
く
、
再
生
を
し
た
フ
ロ

ン
類
の
用
途
に
応
じ
た
適
切
な
再
生
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
再
生
の
能
力
に
関
す
る
基
準
を
達
成
で
き
る
よ
う
、

次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

運
転
方
法

ロ

フ
ロ
ン
類
の
供
給
方
法

ハ

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
捕
集
方
法

ニ

再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
類
の
処
理
方
法
（
再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
、
法
第
五
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
フ
ロ
ン
類
破
壊
業
者
へ
引
き
渡
す
場
合
の
当
該
フ
ロ
ン
類
の
捕
集
方
法
そ
の
他
の
引
渡
し
の
方
法

を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

ホ

再
生
を
し
よ
う
と
す
る
フ
ロ
ン
類
、
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
及
び
再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
類
の
保
管
の
方
法

ヘ

保
守
点
検
の
方
法

二

前
号
の
運
転
方
法
、
フ
ロ
ン
類
の
供
給
方
法
、
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
捕
集
方
法
、
再
生
を
さ
れ
な
か
っ
た
フ
ロ
ン
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類
の
処
理
方
法
及
び
保
守
点
検
の
方
法
を
遵
守
す
る
た
め
に
、
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
状
態
を
計
測
装
置
等
に

よ
り
定
常
的
に
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
純
度
及
び
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
と
混
和
し
て
い
る
不
純
物
の
濃
度
に
つ
い
て
、
自
ら
保
有

す
る
分
析
機
器
を
使
用
す
る
こ
と
又
は
十
分
な
経
験
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
者
に
分
析
を
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
適

切
に
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

四

前
二
号
の
確
認
に
よ
り
第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
異
常
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
対
策
を
講
じ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

五

再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
を
冷
媒
そ
の
他
製
品
の
原
材
料
と
し
て
利
用
す
る
者
に
譲
渡
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
譲

渡
の
相
手
方
に
当
該
譲
渡
に
係
る
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
の
純
度
及
び
再
生
を
し
た
フ
ロ
ン
類
と
混
和
し
て
い
る
不
純
物

の
濃
度
の
確
認
の
方
法
及
び
確
認
の
結
果
を
あ
ら
か
じ
め
通
知
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

六

第
一
種
フ
ロ
ン
類
再
生
施
設
等
の
使
用
及
び
管
理
に
つ
い
て
の
責
任
者
を
選
任
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

様
式
第
四
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式

第
４

の
２

（第
１

２
条

の
３

関
係

）
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（表
面

）
第

一
種

フ
ロ

ン
類

再
生

業
者

許
可

申
請

書

年
月

日

経
済

産
業

大
臣

殿

環
境

大
臣

殿

（郵
便

番
号

）

住
所

氏
名

印
（法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）

、

電
話

番
号

フ
ロ

ン
類

の
使

用
の

合
理

化
及

び
管

理
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
第

５
０

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、

第
一

種
フ

ロ
ン

類
再

生
業

の
許

可
を

申
請

し
ま

す
。
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事
業

所
の

名
称

及
び

所
在

地

名
称

所
在

地
（郵

便
番

号

）

電
話

番
号

再
生

を
し

よ
う

と
す

る

フ
ロ

ン
類

の
種

類

再
生

を
し

た
フ

ロ
ン

類

の
用

途

第
一

種
フ

ロ
ン

類
再

生
施

設
等

の
種

類
数

構
造

及
び

再
生

の
能

力
、

、

種
類

数構
造
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再
生

の
能

力

第
一

種
フ

ロ
ン

類
再

生

施
設

等
の

使
用

及
び

管

理
の

方
法

備
考

１
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と
、

。

２
氏

名
を

記
載

し
押

印
す

る
こ

と
に

代
え

て
署

名
す

る
こ

と
が

で
き

る
こ

の
場

合
に

お
い

て
、

、
。

、

署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す
る

も
の

と
す

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
特
定
製
品
に
係
る
フ
ロ
ン
類
の
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


